
冷温水発生装置保守点検業務処理要領

この要領は、委託契約書第１条第１項に基づき、冷温水発生装置保守点検業務の実施に関し、

必要な事項を定めるものとする。

１ 保守点検の対象機器は北海道立羽幌病院冷温水発生装置一式とする。

機種名 ＲＣＤＡＬ０２１Ｍ（荏原冷熱システム社製）

２ 前項の設備について点検を行う時は次の各号により行うものとする。

（１）受託者は、点検の実施については、別紙点検項目に記載の項目について行うものとする。

定期点検（本体点検整備）年２回、巡回点検 年４回

（２）受託者は、点検の実施について、委託者と協議し日程等に関する計画書を作成し、提出し

なければならない。

（３）受託者は、委託者が機器の異状を認めた場合、随時保守対応すること。

３ 保守点検結果の報告については、点検報告書をもって委託者に報告するものとする。

４ 点検に必要な測定機器及び工具等は受託者が準備し、その費用は受託者の負担とする。


